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研究要旨 
背景：望まない妊娠、若年、未入籍、精神疾患、初診が遅い、未受診、ステップファ

ミリー、児の疾患、支援者不足、被虐歴、DV、前児への虐待、違法薬物の使用、タバ

コ、アルコールの妊娠中使用等、子供虐待に繋がる可能性のある因子はいくつも挙げ

られるが、どの因子がどの程度寄与しているかに関する研究は少ない。すでに妊娠期

に、医療機関、行政機関において社会的なリスクの把握が行われているが、「虐待に至

る可能性のあるハイリスク群」を的確に抽出する手法を開発することが必要である。 
目的：本研究では、虐待症例および対照群の周産期情報を比較することで、妊娠期か

らの支援を行う対象の選定に必要な項目やそれぞれの項目についての重要度を明ら

かにすることを目的とする。 
方法：研究対象は以下の 2 群とする。 
◆入所群：平成 25 年 4 月から平成 28 年 3 月の 3 年間に大阪府下の子ども家庭センタ

ーに一時保護となった 0 歳~5 歳例(虐待保護およびその他の養護含む)のうち、児童養

護施設や乳児院に入所にとなった症例で、母子健康手帳の複写があるもの。

◆対照群：大阪府和泉市にて 3 歳半健診の際に、同研究について対照群となることに

同意された症例。和泉市の要保護児童対策協議会に要保護、要支援児童として登録さ

れている症例については除外した。

結果：入所群は 97 件であり、虐待が 70 件、養育困難が 27 件であった。対象群は、

345 例であった。多重ロジスティック回帰分析によって、若年妊娠(aOR90,(95%CI12-
699))、未入籍(aOR21,(95%CI5-96))、母の精神疾患(aOR36,(95%CI10-130))、多産

(aOR11,(95%CI2-60))、年の差婚(aOR10,(95%CI2-53))、初診が遅い(aOR13,(95%CI2-
105))、希少受診(aOR8,(95%CI2-40))、妊娠中の高血圧(aOR8,(95%CI1-51))、先天性

疾患(aOR6,(95%CI1-33))が、児の施設入所と関連する周産期因子として抽出された。

今後の展望として、本研究で抽出された因子の組み合わせと因子ごとのスコア化によ

って、妊娠期における将来の虐待予想モデルの作成を行うことができる。
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A. 研究目的

毎年、厚生労働省から『子ども虐待に

よる死亡事例等の検証結果等について』

第 次報告 が報告されているが、 心

中以外の虐待死において 歳が を

占め、うち は か月児であった。 か

月の虐待死が多いことから、出産後から

支援を開始するのでは不十分であり、妊

娠期から支援を必要とする養育者を早

期把握し、切れ目ない支援を行うことが

必要であることは明白である。 
虐待症例の背景の検討および未受

診妊婦の背景の検討より、虐待症例と

未受診妊婦のリスク要因はオーバー

ラップしていることが確認されてお

り、妊娠中からの介入によって児童虐

待の防止につながる可能性が示唆さ

れている。大阪産婦人科医会では、

2009 年より大阪府内の全産科医療機

関を対象として妊娠 22 週以降分娩と

なった未受診妊婦の個票調査を行っ

ている 2)。2016 年度の調査によると、

大阪府内の全分娩数 71000 件中 260
件（3.7%）が未受診妊婦であった。そ

れらの背景因子として、若年妊娠、高

齢妊娠、未婚、無職もしくは非正規雇

用、生活保護受給、精神疾患合併、母

子健康手帳の未発行、多産などが挙げ

られた。また、望まない妊娠、若年、

未入籍、精神疾患、初診が遅い、未受

診、ステップファミリー、児の疾患、

支援者不足、被虐歴、DV、前児への虐

待、違法薬物の使用、タバコ、アルコ

ールの妊娠中使用等、子供虐待に繋が

る可能性のある因子はいくつも挙げ

られるが、どの因子がどの程度寄与し

ているのか正確に示している研究は

ない。すでに妊娠期に、医療機関、行

政機関社会的なリスクについての情

報が把握されているが、それらの情報

になかで、「虐待に至る可能性のある

ハイリスク群」を的確に抽出する手法

を開発することが必要である。本研究

では、虐待症例および対照群の周産期

情報を比較することで、妊娠期からの

支援を行う対象の選定に必要な項目

やそれぞれの項目についての重要度

を明らかにすることを目的とする。 
B. 研究方法

本研究は、大阪母子医療センターの

倫理委員会にて承認を受け実施した。

この研究は、後方視的な症例対照研究

である。研究対象は以下の 2群とする。 
◆入所群：平成 25 年 4 月から平成 28
年 3月の 3年間に大阪府下の子ども家

庭センター2 か所に一時保護となった

0 歳~5 歳例(虐待保護およびその他の

養護含む)のうち、児童養護施設や乳

児院に入所になった症例で、母子健康

手帳の複写があるもの。

◆対照群：大阪府和泉市にて 3 歳半健

診の際に、同研究について対照群とな

ることに同意された症例。和泉市の要

保護児童対策協議会に要保護、要支援

児童として登録されている症例につ

いては除外した。

情報収集の方法は、施設入所群にお

いては、子ども家庭センターで施設入

所の際に提出されて複製されている

母子健康手帳および子ども家庭セン

ターの虐待に関する資料より、対象の

母親の妊娠期・分娩・産後の情報、児
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の産後の情報収集を行った。情報入力

は、協力の得られた大阪府下の子供家

庭センター2 か所それぞれに勤務する

保健師に、調査用紙への入力を委託し、

個人情報の保護に努めた。対照群につ

いては、大阪府和泉市の 3 歳半健診の

案内の中に、郵送で本研究への協力の

依頼および調査用紙(別添 2)を同封し、

同意を得たもののみについて 3歳半健

診の際に、和泉市保健センター職員が

調査用紙回収する方法で取得した。ま

た、対照群の中には、和泉市の要保護

児童対策地域協議会で要保護もしく

は要支援症例として取り扱っている

症例も含まれるため、その対象につい

ては、和泉市保健センター職員が選別

して、今回の検討からは除外した。 
両群の比較には、名義変数は X2 乗検 
定を用い、連続変数は Wilcoxon 検定 
を用いた。施設入所に関連する周産期 
情報および母体背景の因子の検討に 
は、多重ロジスティック回帰分析を用 
いた。また、施設入所群は、入所時の 
児の年齢、対照群は調査時の児の年齢 
で補正した。統計処理に関しては、本 
研究の分担研究者である、東京医科歯 
科大大大学院医歯学総合研究科、国際 
健康推進医学分野（公衆衛生学担当） 
教授藤原武男先生の協力の元Stata/MP  
14.0 を使用して検討した。P＜0.05 を 
有意水準とした。 
C. 研究結果

入所群は 97 件であり、虐待によるも

のが 70 件、養育困難が 27 件であっ

た。対象群は、370 例であり、うち和

泉市で要保護、要支援となっている 6

例、無記名の 1 例、データ欠損多数の

18 例を除外し、検討には 345 例を使

用した。(図１)入所年齢毎の入所理由

を図 2 に示す。０歳が最も多く、かつ

年齢が低いほど養育困難での入所の

割合が多かった。 

(図 1) 対象 

(図 2) 

続いて表 1 に、施設入所群と対照群

の単変量解析の結果を示す。施設入所

群と対照群で有意差を認めた項目は、

母の年齢が若いこと、父の年齢が若い

こと、年の差婚、多産、経済的問題、

母の精神疾患合併、未入籍、初診週数

が遅い、受診回数が少ない、妊娠中に

高血圧を認めること、妊娠中の尿蛋白
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A. 研究目的

毎年、厚生労働省から『子ども虐待に

よる死亡事例等の検証結果等について』

第 次報告 が報告されているが、 心

中以外の虐待死において 歳が を

占め、うち は か月児であった。 か

月の虐待死が多いことから、出産後から

支援を開始するのでは不十分であり、妊

娠期から支援を必要とする養育者を早

期把握し、切れ目ない支援を行うことが

必要であることは明白である。 
虐待症例の背景の検討および未受

診妊婦の背景の検討より、虐待症例と

未受診妊婦のリスク要因はオーバー

ラップしていることが確認されてお

り、妊娠中からの介入によって児童虐

待の防止につながる可能性が示唆さ

れている。大阪産婦人科医会では、

2009 年より大阪府内の全産科医療機

関を対象として妊娠 22 週以降分娩と

なった未受診妊婦の個票調査を行っ

ている 2)。2016 年度の調査によると、

大阪府内の全分娩数 71000 件中 260
件（3.7%）が未受診妊婦であった。そ

れらの背景因子として、若年妊娠、高

齢妊娠、未婚、無職もしくは非正規雇

用、生活保護受給、精神疾患合併、母

子健康手帳の未発行、多産などが挙げ

られた。また、望まない妊娠、若年、

未入籍、精神疾患、初診が遅い、未受

診、ステップファミリー、児の疾患、

支援者不足、被虐歴、DV、前児への虐

待、違法薬物の使用、タバコ、アルコ

ールの妊娠中使用等、子供虐待に繋が

る可能性のある因子はいくつも挙げ

られるが、どの因子がどの程度寄与し

ているのか正確に示している研究は

ない。すでに妊娠期に、医療機関、行

政機関社会的なリスクについての情

報が把握されているが、それらの情報

になかで、「虐待に至る可能性のある

ハイリスク群」を的確に抽出する手法

を開発することが必要である。本研究

では、虐待症例および対照群の周産期

情報を比較することで、妊娠期からの

支援を行う対象の選定に必要な項目

やそれぞれの項目についての重要度

を明らかにすることを目的とする。 
B. 研究方法

本研究は、大阪母子医療センターの

倫理委員会にて承認を受け実施した。

この研究は、後方視的な症例対照研究

である。研究対象は以下の 2群とする。 
◆入所群：平成 25 年 4 月から平成 28
年 3月の 3年間に大阪府下の子ども家

庭センター2 か所に一時保護となった

0 歳~5 歳例(虐待保護およびその他の

養護含む)のうち、児童養護施設や乳

児院に入所になった症例で、母子健康

手帳の複写があるもの。

◆対照群：大阪府和泉市にて 3 歳半健

診の際に、同研究について対照群とな

ることに同意された症例。和泉市の要

保護児童対策協議会に要保護、要支援

児童として登録されている症例につ

いては除外した。

情報収集の方法は、施設入所群にお

いては、子ども家庭センターで施設入

所の際に提出されて複製されている

母子健康手帳および子ども家庭セン

ターの虐待に関する資料より、対象の

母親の妊娠期・分娩・産後の情報、児
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陽性を認めること、早産、帝王切開、

多胎、児の先天疾患の合併、が挙げら

れた。 
表１:施設入所群と対照群の比較(単変

量解析) 

単変量解析で有意差のあった項目に

ついて、多変量ロジスティック回帰分

析を施行した。 (表 2) 

表 2 施設入所と対照群の比較 
(多変量解析) 

aOR:adjusted Odds Ratio,CI; Confidence interval 

関連が明らかに強い因子として、②高

血圧と尿蛋白陽性、③早産と帝王切開

が挙げられたため、高血圧、早産をそ

れぞれ因子として使用した。また、施

設入所群は、入所時の児の年齢、対照

群は調査時の児の年齢で補正した。 
若年妊娠(aOR90,(95%CI12-699))、未

入籍(aOR21,(95%CI5-96))、母の精神

疾患(aOR36,(95%CI10-130))、多産(4
人以上)(aOR11,(95%CI2-60))、年の差

婚(aOR10,(95%CI2-53))、初診週数が

遅いこと(aOR13,(95%CI2-105))、希

少受診(aOR8,(95%CI2-40))、妊娠中の

高血圧(aOR8,(95%CI1-51))、児の先天

性疾患(aOR6,(95%CI1-33))が、児の施

設入所と関連する周産期因子として

抽出された。 
続いて、入所理由が、虐待によるも

のか養育困難によるものかによって

周産期因子に差があるのか検討した。

入所理由が、虐待であった場合には、

『若年妊娠』、『年の差婚』、『未入籍』、
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『多産』『母の精神疾患』、『初診が遅い』

『希少受診』が施設入所に関連する周

産期因子であった。(表 3)一方、入所理

由が養育困難であった場合には、『年

の差婚』、『母の精神疾患』、『妊娠中の

高血圧』、『児の先天疾患』が施設入所

に関連する因子であり、虐待による入

所と養育困難による入所では、周産期

因子に違いがあることが判明した。 
表 3：虐待群と対照群の比較(多変量解

析) 

aOR:adjusted Odds Ratio,CI; Confidence interval 

表４：養育困難と対照群の比較(多変

量解析) 

aOR:adjusted Odds Ratio,CI; Confidence interval 

D.考察

施設入所群と対照群を比較すること

で、今まで虐待と関連の深いといわれ

ていた若年妊娠、経済的な問題、母の

精神疾患、初診週数が遅い等の因子の

多くが、やはり虐待と深い関連がある

ことが示された。本研究で検討した因

子は、背景因子、妊娠による因子、児

の問題の 3 つに大別される。背景因子

として、若年もしくは年の差婚、未入

籍、経済的な問題、母の精神疾患等が

あり、妊娠に関連する因子については、

高血圧、尿蛋白、早産、児の問題とし

て、低出生体重児、早産児、多胎、先

天疾患等が挙げられる。そもそもの背

景に加え、妊娠中の問題および出産後

児の育てにくさにつながるような児

の先天疾患等が合わさると、将来的に

虐待や養育困難となる例を多く認め

ることが判明した。入所理由が虐待に

よるものか養育困難によるものかに

おいて、関連する周産期因子には違い

を認めた。虐待では、若年、未入籍、

多産、母の精神疾患という背景に加え、

妊婦健診が不十分な場合に、将来的な

虐待のリスクになることが判明した。

一方、養育困難では、母の精神的もし

くは身体的疾患に加え、児の疾患等に

よって養育自体が困難となり施設入

所となる背景が伺えた。 
E.結論

施設入所群と対照群を比較すること

で、虐待と関連の深い因子が明らかと

なった。この検討は、虐待や養育困難

で施設入所にまで至ったいわゆる超

ハイリスクを対象としている。虐待予
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陽性を認めること、早産、帝王切開、

多胎、児の先天疾患の合併、が挙げら

れた。 
表１:施設入所群と対照群の比較(単変

量解析) 

単変量解析で有意差のあった項目に

ついて、多変量ロジスティック回帰分

析を施行した。 (表 2) 

表 2 施設入所と対照群の比較 
(多変量解析) 

aOR:adjusted Odds Ratio,CI; Confidence interval 

関連が明らかに強い因子として、②高

血圧と尿蛋白陽性、③早産と帝王切開

が挙げられたため、高血圧、早産をそ

れぞれ因子として使用した。また、施

設入所群は、入所時の児の年齢、対照

群は調査時の児の年齢で補正した。 
若年妊娠(aOR90,(95%CI12-699))、未

入籍(aOR21,(95%CI5-96))、母の精神

疾患(aOR36,(95%CI10-130))、多産(4
人以上)(aOR11,(95%CI2-60))、年の差

婚(aOR10,(95%CI2-53))、初診週数が

遅いこと(aOR13,(95%CI2-105))、希

少受診(aOR8,(95%CI2-40))、妊娠中の

高血圧(aOR8,(95%CI1-51))、児の先天

性疾患(aOR6,(95%CI1-33))が、児の施

設入所と関連する周産期因子として

抽出された。 
続いて、入所理由が、虐待によるも

のか養育困難によるものかによって

周産期因子に差があるのか検討した。

入所理由が、虐待であった場合には、
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－90－－ 90 － － 91 －



防の観点からは、虐待に至る前の介入

が望まれるため、妊娠中から支援を必

要とする母児の抽出に必要な因子は、

今回の検討で把握された因子を最低

限とし、さらに広げる必要があると考

えられる。 
F．健康危険情報 
なし 

G. 研究発表

公開シンポジウム 2017 厚生労働科

学研究費補助金 成育疾患克服等次

世代育成基盤研究事業

『妊婦健康診査および妊娠届を活用

したハイリスク妊産婦の把握と効果

的な保健指導のあり方に関する研究』

光田班

1．論文発表

投稿準備中

2．学会発表

1)妊娠中から支援を行うべき妊婦の

抽出 日本子ども虐待防止学会 2017
川口晴菜、金川武司、岡本陽子、和田

聡子、光田信明

2)
H. 知的財産権の出願・登録状況（予定

を含む。） 
なし 
１．特許取得：なし 
２．実用新案登録：なし 
３．その他：なし 

I．問題点と利点 
この研究の問題点は、対照群におい

ては、任意の質問紙調査であり、self-
selection bias があることである。 

また、施設入所群では、母子健康手帳

の複写のあるものに限定しているた

め、複写のないものは、一時保護の時

点で母子健康手帳を受理していない、

紛失、未提出であり、よりリスクが高

い可能性があることである。また、対

照群の調査時年齢は 3 歳であるが、施

設入所症例の調査時年齢は 0~5 歳と

ばらつきがあることである。多重ロジ

スティック回帰分析の際に、年齢によ

って補正している。さらに、母子健康

手帳に記載されている情報のみの検

討であるため、その他の因子について

は検討されていないことである。しか

しこの点は利点でもある。つまり、母

子健康手帳は誰もが持っている既存

のツールであり、今回判明した虐待に

関連する周産期因子は、すぐに利用可

能である。また、別の利点として虐待

や養育困難での入所例についての情

報を使用した検討であり、今までに国

内からの報告がないことである。 

J．今後の展開 
今回抽出された因子の組み合わせと

因子の重みづけによって、妊娠期にお

ける将来の虐待予想モデルの作成を

行うことができる。このモデルを利用

することで、より効率的に妊娠期から

産後通じて支援を行う対象を抽出で

きると考えらえる。 
参考文献 
1) 子ども虐待による死亡事例等の検証結
果等について 第 次報告 社会保障審議

会児童部会児童虐待等要保護事例の検証

に関する専門委員会
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2) 未受診や飛び込みによる出産等実態調
査報告書 大阪産婦人科医会 年 月 
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